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香川県教育委員会７月定例会会議録 

 

１．開催日時  令和６年７月２９日（月） 

開 会  午前１１時３０分 

閉 会  午前１１時５５分 

 

２．開催場所  教育委員室 

 

３．教育委員会出席者の氏名 

教 育 長  淀 谷 圭 三 郎 

委 員  藤 澤  茜 

委 員  木 下 敬 三 

委 員  蓮 井 明 博 

   

   

 

４．教育長及び委員以外の出席者 

副教育長(兼)新県立体育館整備推進総室長 海 津  洋 

教育次長(兼)政策調整監 塩 田  広 宣 

教育次長 吉 田  智 

総務課長 近 藤 高 弘 

義務教育課長 荻 原 絢 嗣 

高校教育課長 長 林 真 司 

保健体育課長 渡 邉 浩 司 

生涯学習・文化財課長 佐 々 木 隆 司 

政策主幹(兼)総務課副課長 宮 西 正 博 

総務課長補佐 三 好 智 久 

高校教育課長補佐(兼)主任管理主事 三 笠 善 宣 

高校教育課長補佐(兼)主任指導主事 佐 伯 卓 哉 

高校教育課主任指導主事 井 川 靖 夫 

総務課主任 白 井 隆 司 

高校教育課主任 西 野 慎 吾 

 

傍聴人  １名 

 

５．会議録の承認 

５月１３日に開催した定例会の会議録署名委員である持田委員は欠席しているが、

同定例会の会議録について適正に記載されている旨を確認の上、署名済みであるこ

とを書記から報告。 
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各委員に諮り、これを承認した。 

 

６月４日に開催した定例会の会議録署名委員の蓮井委員から、同定例会の会議録

について適正に記載されている旨報告。 

 

各委員に諮り、これを承認した。 

 

６．非公開案件の決定 

教育長から、本日の議題のうち、議案第３号は、教育委員会において会議を公開

しないことと定めているもののうち、｢県の機関の内部における審議、検討又は協

議に関する情報であって、公にすることにより、人事管理に係る事務に関し、公正

かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあること｣に該当するため、議案第

４号は、教育委員会において会議を公開しないことと定めているもののうち、｢個

人に関する情報であって、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するお

それがあるもの｣に該当するため、非公開としたい旨を発議。 

 

各委員に諮り、非公開とすることに決した。 

 

７．議案 

○議案第１号 高速艇に係る通勤手当に関する規則の一部改正について 

総務課長から、高松港と土庄港間で運行されている高速艇夜間便が令和６年７

月１日から運行を取り止めになることに伴い、所要の改正を行うことについて諮

る旨、説明。 

 

 【質疑】 

  なし。 

 

各委員に諮り、原案のとおり可決した。 

 

○議案第２号 令和７年度香川県立高松北中学校入学者選抜要綱について 

高校教育課長から、令和７年度香川県立高松北中学校入学者選抜要綱について

諮る旨、説明。 

 

 【質疑】 

＜藤澤委員＞欠員の補充項目に、「入学辞退者が生じた場合、欠員の補充を行う。」

とあるが、今までに辞退者が出たことはあるのか。 
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＜高校教育課長＞昨年は、意思確認の段階で２名いた。 

＜藤澤委員＞その２名の進路、進学先はわかるのか。 

＜高校教育課長＞把握できていない。 

＜蓮井委員＞適性検査と面接の日程が令和７年１月１８日となっており、大学共通テ

ストと同じ日である。中学校なので、この日に実施しても影響はないのか。 

＜高校教育課長＞例年、同じような日程で実施しており、大学共通テストと重なるが、

校内で影響が出ているとの話は聞いていない。 

 

   各委員に諮り、原案のとおり可決した。 

 

○議案第３号 香川県社会教育委員の委嘱について（非公開案件） 

 

各委員に諮り、原案のとおり可決した。 

 

○議案第４号 失職した教職員の退職手当の支給制限処分について（非公開案件） 

 

各委員に諮り、原案のとおり可決した。 

 


